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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 定例庁議  

開 催 日 時 

午前９時２５分から  

令和３年８月１８日（水）  

午前１０時２５分まで  

開 催 場 所 朝霞市役所 別館２階 全員協議会室 

出 席 者 

富岡市長、神田副市長、二見教育長、宮村市長公室長、  

毛利危機管理監、須田総務部長、清水市民環境部長、  

三田福祉部長、麦田こども・健康部長、笠間都市建設部長、 

宇野審議監兼まちづくり推進課長、望月会計管理者、  

木村上下水道部長、村山議会事務局長、金子学校教育部長、 

神頭生涯学習部長、太田監査委員事務局長  

 

（担当課１）  

関口市長公室次長兼政策企画課長、平間同課長補佐、  

松尾同課政策企画係長  

 

（担当課２）  

望月長寿はつらつ課長、山﨑同課地域包括ケア推進係主査  

 

（担当課３）  

斎藤学校教育部次長兼教育総務課長、山本同課長補佐、  

大塚同課学校施設係長、岩﨑教育管理課長、  

長谷同課主幹兼課長補佐、谷合同課学務係長、  

松本教育指導課長  

 

（事務局）  

関口市長公室次長兼政策企画課長、平間同課長補佐、  

江原同課政策企画係主任  

会 議 内 容 

１ 令和３年度朝霞市行政評価（内部評価）結果について 

２ 第８期朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画について 

３ 朝霞市公立小学校の少人数学級への対応について 

４ 令和３年第３回朝霞市議会定例会提出議案について 
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会 議 資 料 

【１－１】朝霞市行政評価（内部評価）結果報告書 

【２－１】第８期朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画について 

【２－２】日常生活圏域 変更案（６圏域） 

【２－３】日常生活圏域 現況（５圏域） 

【２－４】（参考１）圏域別人口一覧 

【２－５】（参考２）日常生活圏域の見直しにおける意見・質問 

【３－１】朝霞市公立小学校の少人数学級への対応について 

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

□電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

□電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

■要点記録 

□電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こした

場合の当該電磁的記録の保存期間 

□会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 

 出席者の確認及び事務局の決裁 

そ の 他 の 

必 要 事 項 
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

【議題】 

１ 令和３年度朝霞市行政評価（内部評価）結果について 

 

【説明】 

（担当課１：平間政策企画課長補佐） 

行政評価結果報告書について説明させていただく。 

報告書の構成としては、Ⅰにおいて、行政評価制度の概要を示すとともに、Ⅱでは、令

和２年度に実施した施策について、施策評価シートをもとに行政評価を行った結果を、Ⅲ

では、結果の活用と制度の改善について記載している。 

１ページから４ページには、行政評価の概要を記載している。 

５ページ、「１ 施策評価結果の集計」の「（１）評価の概要」は、各所管課で評価して

いただいた施策が、８２施策となっている。 

８２施策の評価については、２８、２９ページの「施策一覧」の中の中柱ごとの評価と

なっており、中柱ごとに施策評価シートを作成していただいている。 

また、「（２）施策の分析」の達成度、必要性については、昨年度と同様、Ａ～Ｅの５段

階評価としている。 

内部評価の結果としては、①達成度について、８２施策のうち５９施策が、Ａ又はＢ又

はＣで、「Ｄ 目標・計画を下回り、十分な成果が上がらなかった」が２２施策、「Ｅ 目

標・計画を大幅に下回り、ほぼ成果が上がらなかった」が１施策であった。 

また、②必要性については、８２施策のうち５８施策が、Ａ又はＢで、「Ｃ ニーズ及

び解決すべき課題は現状と変わらない」が２３施策、「Ｄ ニーズ及び解決すべき課題は

減少する傾向にある」が１施策、「Ｅ ニーズ及び解決すべき課題は大きく減少する傾向

にある」はなかった。 

これらを基にした、③達成度と必要性のクロス分析については、必要性が、Ａ又はＢで

あるにもかかわらず、達成度がⅮの施策が１４施策あった。その施策については、下に記

載している。 

また、達成度はＣだが、必要性がＤの施策が１施策あった。 

次に、７ページ、「（３）今後の展開方針」であるが、①施策の方向性については、「重

点化」が４５施策、「内容を見直し」が１５施策であった。 

また、②行政と市民の役割分担については、「Ⅱ行政・市民の関与（役割）バランスを

維持」が６５施策、「Ⅰ 行政の関与を拡大」が６施策、「Ⅲ 市民の関与を拡大」が１１

施策であった。 

「２ 行政評価結果～政策分野ごとのまとめ」になるが、次ページの８ページから２５

ページまでは、６つの政策分野（章）ごとに区分し、それぞれの章に位置付けられた大柱

ごとに、達成度をグラフに表すとともに、成果や課題などについて、記載してある。 

この内容については、施策評価シートをもとに、所管課・所管部で内容を作成していた

だいたものとなっている。なお、大柱は、合計２９本となっている。 
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２６ページは、行政評価結果の活用と改善について記載しているが、これまでのものと

変更はない。 

２７～３１ページには、参考資料として、要綱、施策一覧、施策評価シートを示してい

る。 

この報告書については、今後、市議会への配布をさせていただく。 

 

（宮村市長公室長） 

本件は８月２日に行われた政策調整会議において審議し、主な質疑と結果について報告

する。 

 まず、６ページ下の目標・計画を下回ったと位置付けられた１４施策については、７ペ

ージにある今後、重点化していく施策及び内容の見直しを行う施策として位置付けられて

いるという理解でよいかとの質問に対し、基本的にはそのようになっているが、今年度に

おいては、新型コロナウイルスの影響で事業を行うことができなかったことにより、目標

を達成できなかったとされた施策もあるので、すべてを今後の重点施策及び内容を見直す

施策として位置付けているわけではないとの回答があった。また、その内容については、

８ページ以降の文章の中で説明されているということでよいかとの質問に対し、内容につ

いては、再度、確認させていただき、分かりにくい表現等があれば修正させていただくと

の回答があった。 

次に、結果報告書は、毎年、単年度ごとに作成されているが、５年間の総括について結

果報告書を作成する予定はあるかとの質問に対し、総括については、後期基本計画を策定

する際に３年分の期間で総括評価報告書というものを作成しているので、ここで５年分の

総括を行うことは想定していないとの回答があった。 

最後に、教育委員会では教育施策について独自に評価を行い、報告書を作成している。

対象も行政評価と同じ施策評価シートを活用していることから、後期基本計画への切り替

わりを起点に統合の可否について検討していただきたいとの意見に対しては、今後、教育

委員会と検討していきたいとの回答があった。 

指摘のあった内容について、確認した結果、原案のとおり庁議に諮ることとした。 

 

【質疑等】 

 なし 

 

【結果】 

 原案のとおり、決定する。 
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【議題】 

２ 第８期朝霞市高齢者福祉計画・介護保険事業計画について 

 

【説明】 

（担当課２：望月長寿はつらつ課長） 

はじめに、日常生活圏域の変更については、第８期計画の内容変更となるので、庁議に

諮るものである。 

計画書の該当頁のコピーを資料の最後に付けているので、参照いただきたい。 

本年度から令和５年度までを計画期間とする、第８期の高齢者福祉計画・介護保険事業

計画では、地域共生社会の実現を支える、地域包括ケアシステムの確立を進めるために、

高齢者人口の増加のみならず、複雑多様化する相談支援に、柔軟に対応できるよう、地域

包括支援センターの機能強化を図ることとしている。 

このため、地域包括支援センターの担当圏域となる、日常生活圏域については、資料１

の変更内容の表のとおり、旧と表記している５つの圏域から、新と表記している６つの圏

域へ変更し、高齢者支援の充実を図りたいと考えている。 

資料３が現行の５つの圏域図で、資料２が６圏域の案となっているので、こちらも参照

していただきたい。 

新たに第６圏域を設定することから、資料１の表の下線の地域のとおり、全ての圏域で、

各包括が担当する地域に変更が生じることとなる。 

圏域の再編にあたっては、資料１の変更におけるポイントのとおり、３つの考え方を基

本とした。 

まず、①各圏域の高齢者人口の平準化について。６５歳以上の高齢者人口については、

各圏域とも、概ね４，０００人から５，０００人未満となるように地区を再編している。 

次に②として、これまでの担当の地域包括支援センターと地域住民のつながりを考慮し

たので、これまでのセンターの担当地域を基本に再編している。 

そして③として、町字別のわかりやすい圏域の設定とした。 

資料１の、上段の表の旧の地区のとおり、第２圏域は膝折３丁目の２から７番地で、膝

折３丁目の１番地は第５圏域となっているように、地番での区域割となっていたので、町

字別のわかりやすい圏域を設定することとした。 

この圏域の変更に伴う影響等であるが、新たな第６圏域を担当する地域包括支援センタ

ーについては、公募型プロポーザル方式で選定を行う予定である。 

また、担当する地域包括支援センターが変更となる高齢者は、５，３００人ほどいるが、

これらの方の内で、センターが個別支援を行っている方については、令和４年４月１日以

降、概ね６か月を目途に、事務引き継ぎを行う予定である。 

最後に、圏域の変更にあたっての意見・質問等についてだが、市民に対しては市内５か

所で実施した介護保険制度説明会の中で、変更案を紹介し、この他、民生委員定例会や、

自治会・町内会理事会、第２層協議体などへ、出向いて説明を行い、御意見をいただいた。 

主な御意見は、「溝沼６・７丁目の圏域設定について」や「根岸台地区に地域包括支援

センターがないが、変更になるのか」などで、溝沼６・７丁目については、人口の平準化
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に重きをおいて編成したことを説明し、根岸台地区である第４圏域に地域包括支援センタ

ーがないことについては、現在、担当している法人と移設について協議を行っていく旨な

どを伝え、圏域変更案に、概ね御理解をいただいたところである。 

意見等の詳細は参考資料２に示している。なお、その後、地域包括支援センター運営協

議会で承認いただき、高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進会議で、計画の変更の承認

をいただいたところである。 

また、先の政策調整会議で、市議会及び市民への周知についての質問をいただいたとこ

ろだが、市議会へは、庁議での議決ののち、決裁を経て９月議会前に、資料提供を行いた

いと考えている。また、市民に対しては、年度末に広報にて周知するほか、次年度早々に、

新しい地域包括支援センターの案内パンフレットを作成し、６５歳以上の方がいる全世帯

に、配布したいと考えている。 

 

（宮村市長公室長） 

本件は８月２日に行われた政策調整会議において審議し、主な質疑と結果について報告

する。 

６つの圏域に分けた際の変更案についてだが、第３圏域と第６圏域の境界が、地図上で

は不自然に見える。例えば、溝沼６・７丁目が第３圏域に、北原と西原が第１圏域に食い

込んでいるように見えるが、どのような理由からかとの質問に対し、各地域の６５歳以上

の人口、また、今後高齢者となる４０歳から６４歳の人口から各圏域の人口の平準化を目

的とし、このような圏域としているとの回答があった。 

また、今後、人口の流動等があれば圏域の見直しを行う可能性はあるかとの質問に対し、

３年後の次期計画の見直しの際に、圏域を見直す予定はないが、向こう１０年の間には、

圏域の見直しについて、検討する必要があると考えているとの回答があった。 

最後に、圏域が１つ増えることで、圏域が変わる地域が多くあると思うが、その地域に

対する周知等はどのように行うのか。また、圏域の変更後の調整はどのように行っていく

のかとの質問に対し、担当包括支援センターが変わる地域の方々の人口は５，３００人ほ

どで、その方たちについては、４月から６か月程度の期間をかけて、丁寧に引継ぎを行っ

ていきたいと考えているとの回答があった。 

これらの議論を重ね、原案のとおり庁議に諮ることとした。 

 

【質疑等】 

なし 

 

【結果】 

原案のとおり、決定する。 
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【議題】 

３ 朝霞市公立小学校の少人数学級への対応について 

 

【説明】  

（担当課３：斎藤学校教育部次長兼教育総務課長） 

 少人数学級については、令和３年３月に法律改正が行われ、小学校において３５人学級

を実施することとなったため、これに対応するため本報告書をまとめたものである。 

この報告書は、目次のとおり、「少人数学級制度について」、「少人数学級を実施するた

めの考え方」、「本市の少人数学級の検討方針」、「普通教室への転用」、「市内小学校の普通

教室数の現状と将来推計」、「学区変更の考え方」、「今後の施設整備」と大きく７つから構

成されている。 

１ページの「少人数学級制度について」では、少人数学級は個別最適な学びと協働的な

学びを実現するため、きめ細かな指導を可能とする指導体制、安心、安全な教育環境を整

備するものとして、（２）の制度の概要にあるように学級編制を法改正前の１クラス４０

人から３５人への引き下げ、これを令和３年度の第２学年から令和７年度の第６学年まで

段階的に実施していくものである。 

次に、少人数学級を実施するための基本的な考え方が国から示されている。 

少人数学級の編成で教室不足が見込まれる場合は、認められている令和７年３月３１日

までの経過措置の期間中に施設整備等を進めることとされている。その際には、特別教室

や会議室等の普通教室への転用の検討などが求められている。なお、そのうえで教室不足

が生じる見込みの場合、令和７年度を見通した必要な施設の確保を検討するとしている。 

政策調整会議で、本市の検討方針をわかりやすく記載した方が良いのではとの意見をい

ただいたため、本市の対応方針を「本市の少人数学級の検討方針」として項目立てをして

いる。転用可能教室の検討、転用で教室を確保できない場合、学区の検討、令和７年度を

見通した施設の確保について、検討を行うとしている。 

以上が少人数学級へ対応するための基本的な考え方である。 

この転用についての基準を３ページに示している。 

転用できないとした教室と転用可能とした教室の区分をしているが、実際の転用はこの

転用可能な教室のうち、普通教室の形態の整っている教室から行うものとし、学校が教育

活動の実情に応じて選択する。転用に何らかの工事が必要な場合は、学校と教育委員会で

協議を行いながら進めていく。各学校の転用可能教室数の状況は４ページで、太枠が転用

可能教室である。 

次に本市の小学校の普通教室数の現状と将来の推計について説明させていただく。 

５ページ、普通教室数について、令和３年度の現状と令和９年度までの推計となる。転

用が可能な教室を普通教室へ転用した場合の最大教室数と各年度で必要な教室数を学校

ごとに比較している。特別支援学級等を含めた教室数となっているが、特別支援学級は推

計を出すことが難しいことから、少人数学級全学年実施の７年度には、知的障害と自閉・

情緒障害のそれぞれの学級を、２学級ずつの４学級に整備するものとしている。６年度ま

では現在のクラス数である。 
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各学校の数値をまとめたものが１０ページで、第六小学校、第九小学校が最大教室数を

必要教室数が上回っており、転用可能教室を転用しても、令和７年度から教室が不足する

と見込まれている。また、転用により学級数が充足し対応ができる学校でも、転用するに

あたり工事が必要な学校と、必要のない学校がある。 

第一小学校、第四小学校、第五小学校、第七小学校、第八小学校の５校は普通教室の形

態が整っている教室を転用し令和９年度まで対応できる見込みで、残りの５校について

は、転用にあたり工事が必要である。 

このように、転用により少人数学級に対応できる小学校がある一方で、転用によっても、

なお教室不足が生じ、増築等の検討をしなければ対応ができない学校もある状況で、これ

を解消する方策の一つとして、子どもたちが通う学区の変更によりこれを解消し、少人数

学級を実現できないかを検討したものが１１ページの「学区変更の考え方」になる。 

学区変更については、通学区域審議会への諮問を経て、保護者や地域住民の理解を得て

決定するまでに長期間を要す。また隣接する学校に一部学区を変更した場合、当該校の児

童数を抑えることができても、変更先の学校の教室が不足するとも見込まれている。更に、

今回は経過措置期間の令和７年度までに実現する必要があることから、学区変更で少人数

学級を実現することは困難としている。 

最後に１２ページ、「今後の施設整備」として、まず転用整備計画について記載してい

る。各学校の状況に応じて転用を行い、工事等を伴う場合は、学校と教育委員会と協議を

行いながら進めていくという考え方と、各学校の直近２か年度、本年度と令和４年度の具

体的な整備計画を示している。５年度以降は、学級数の推計に基づいて随時学校と協議し、

調整しながら進めていくこととする。 

１３ページ、転用によっても、教室が不足する見込みの第六小学校、第九小学校につい

ては、令和７年度までに他の方法により対応することができないため、増築する必要があ

る。 

今後、建設できる場所、規模、内容等を検討していくこととしている。 

予定としては、令和５年度、６年度の２か年で工事を行い、令和７年度４月から利用を

開始したいと考えている。 

 

（宮村市長公室長） 

本件は８月２日に行われた政策調整会議において審議し、主な質疑と結果について報告

する。 

１１ページに学区変更の考え方とあるが、国は、少人数学級を実施する手段のひとつと

して、学区変更により対応することを示しているのかとの質問に対して、特段、国からは

示されていないとの回答があった。 

次に、校舎の建設について課題に挙がっている、第六小学校と第九小学校については、

この経過措置期間に整備していくのかとの質問に対し、第六小学校と第九小学校の教室が

不足するのは、令和７年度からで、経過措置期間の令和７年度までに整備を終える。これ

により定められたとおり実施することができるとの回答があった。 
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また、少人数学級を進めていく上での、市としての考えは報告書の中に盛り込まれてい

るのかとの質問に対し、２ページに少人数学級を実施するための考え方ということで、国

の方針が示されている。その下に、本市の考え方を示しているとの回答があった。 

さらにその回答に対し、大事な部分なので、国の方針とそれを受けての市の考えを分け

て示してはどうかとの意見があり、それを受け、分けて掲載することとし、本日の資料で

示している。 

以上、指摘のあった内容について修正し、庁議に諮ることとした。 

 

【質疑等】 

なし 

 

【結果】 

原案のとおり、決定する。 

 

 

【議題】 

４ 令和３年第３回朝霞市議会定例会提出議案について 

 

【説明】 

（須田総務部長） 

議案第４３号 令和２年度朝霞市一般会計歳入歳出決算認定についてである。 

令和２年度の決算額は、歳入が、６２３億４，０７５万８，３４０円となり、歳出は、

６１３億２，６７２万５９５円で、歳入歳出差引残額は、１０億１，４０３万７，７４５

円となった。 

この残額から、継続費逓次繰越額、繰越明許費繰越額及び事故繰越し繰越額を差し引い

た翌年度繰越額は、９億８，８１８万１，０８０円である。 

歳入歳出の概要をついて。 

まず、歳入だが、市税は、２３２億５９０万７８０円で、歳入総額の３７．２パーセン

トを占めている。 

地方譲与税は、自動車重量譲与税などで、２億１，８８０万円となり、地方消費税交付

金は、２６億７，４３３万４，０００円の交付となっている。 

地方交付税は、普通交付税８，４９２万３，０００円、特別交付税１億４，１８１万円

が交付されている。 

分担金及び負担金は、保育園入園児童保護者負担金などで、４億３，７１７万２９７円

となり、使用料及び手数料は、自転車等駐車場使用料や一般廃棄物処理手数料などで、６
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億６，０２３万７，４６６円となっている。 

国庫支出金は、子どものための教育・保育給付交付金や児童手当交付金、生活保護費負

担金のほか、特別定額給付金給付事業費補助金などで、２５２億３，７１２万４，６２５

円となっている。 

県支出金は、障害者自立支援給付費負担金、子どものための教育・保育給付費負担金を

始め、児童手当負担金、個人県民税徴収委託金などで、３２億７，１０１万２，９８０円

となっている。 

繰入金は、介護保険特別会計や財政調整基金の繰入金などで、２億９，１９７万３，２

６６円となっている。 

繰越金は、前年度からの繰越事業に係る分を含めて、１１億６，６８８万５２９円とな

っている。 

諸収入は、学校給食費受入金や生活保護費負担金精算交付金のほか、指定管理料精算金

などで、１２億９，１３１万１０５円となっている。 

市債は、第八小学校自校給食施設等整備事業債、総合体育館施設改修事業債、臨時財政

対策債など２６件で、２６億７，４１８万円の借入れとなっている。 

次に、歳出だが、議会費は、会議録調製等委託料などで、２億７，７６１万８，０９９

円を支出し、総務費は、防災行政無線デジタル化整備工事や住民情報システム借上料、市

民センターなどに係る指定管理料などで、４７億７，５５４万２，９４１円を支出してい

る。 

民生費は、介護給付・訓練等給付費負担金や児童手当を始め、子どものための教育・保

育給付負担金や生活保護費などのほか、特別定額給付金などで、３８０億９，４７１万９

４２円となっている。 

衛生費は、各種個別予防接種委託料のほか、可燃ごみ・資源ごみの収集運搬委託料やご

み焼却処理施設補修工事などで、３３億５，７３６万２，４０３円を支出している。 

労働費は、労働・社会保険相談業務委託料などで、１６８万２，７８９円を支出し、農

林水産業費は、市民農園管理委託料などで、６，４９５万４，７２９円となっている。 

商工費は、中小・小規模企業者支援金のほか、産業文化センターの指定管理料や施設改

修工事などで、７億１，０４８万３，００８円を支出している。 

土木費は、道路舗装工事や自転車駐車場等指定管理料などのほか、下水道事業会計負担

金などで、３２億１，０７５万５９７円となっている。 

消防費は、朝霞地区一部事務組合負担金や消火栓新設及び維持管理費負担金などで、１

３億４，７４３万６４５円を支出している。 

教育費は、学校の給食賄材料費のほか、第八小学校自校給食施設等整備工事や総合体育

館施設改修工事などで、６４億４，７４３万５，７８０円となっている。 

公債費は、３０億３，８７３万１，３４６円を支出している。 
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以上が、歳出の主なものだが、この中には前年度からの繰越事業分も含まれている。 

 

（麦田こども・健康部長） 

議案第４４号 令和２年度朝霞市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてで

ある。 

はじめに、国民健康保険の令和２年度末における加入者の状況であるが、世帯数は、１

万７，０５９世帯、被保険者数は、２万４，７０７人となっており、前年度と比較すると、

世帯数は４２世帯、０．２５パーセントの増加で、被保険者数は２８８人、１．１５パー

セントの減少となった。 

次に、令和２年度の決算額は、歳入が、１０６億９，６９８万７，８８０円となり、歳

出は、１０３億３，０６６万４，４６０円で、歳入歳出差引残額は、３億６，６３２万３，

４２０円である。 

歳入歳出の概要について。 

まず、歳入の主なものであるが、国民健康保険税は、２７億７，５１９万８，５９６円

で、歳入総額に占める割合は２５．９４パーセントである。 

県支出金は、保険給付費等交付金で、６９億２，５７７万６，２５３円となり、繰入金

は、一般会計繰入金などで、７億６，００８万１，６３４円となり、繰越金は、その他繰

越金で１億４，７０２万１，３３６円である。 

歳入全体では、前年度と比較すると、３．９８パーセントの減少となっている。 

 次に、歳出の主なものであるが、保険給付費は、療養給付事業や高額療養費支給事業な

どで、６７億８，１７５万８，０５９円となり、歳出総額に占める割合は、６５．６５パ

ーセントである。 

国民健康保険事業費納付金は、広域化に伴い３１億３，４１５万６，８７７円を支出し

ている。 

保健事業費は、特定健康診査等事業などで、１億２，０７８万１，７７６円となってお

り、基金積立金は、財政調整基金積立金などで、１億８，１５６万４，３９９円である。 

諸支出金は、償還金などで６，１４３万６，６１２円となっている。 

歳出全体では、前年度と比較すると、６．０３パーセントの減少となっている。 

  

（三田福祉部長） 

議案第４５号 令和２年度朝霞市介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてである。 

はじめに、令和２年度末における第１号被保険者数の状況であるが、２万７，８５５人

となり、前年度と比較すると、３６９人、１．３４パーセントの増となっている。 

また、要介護、要支援認定者数は、４，８２９人となり、前年度と比較すると、１２１

人、２．５７パーセントの増となった。 
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 次に、令和２年度の決算額は、歳入が、７８億６，４１６万４，７５２円となり、歳出

が、７５億１，４０５万４，１８１円で、歳入歳出差引残額は、３億５，０１１万５７１

円となった。 

 歳入歳出の概要について。 

まず、歳入であるが、保険料は、６５歳以上の第１号被保険者分として、１５億６，８

４３万９，７８０円となっている。 

国庫支出金は、介護給付費負担金などで、１６億１２５万３，６３５円、支払基金交付

金は、介護給付費交付金などで、１９億２，６４１万２，０００円、県支出金は、介護給

付費負担金などで、１０億７，４３４万２，９３５円、繰入金は、一般会計及び基金から

の繰入金を合わせ、１４億２０万７，３６０円である。 

 次に、歳出であるが、総務費は、賦課徴収事業や介護認定審査事業などで、８，１７９

万６，５０５円である。 

保険給付費は、居宅介護等サービス給付費負担金や施設介護サービス給付費負担金など

で、保険給付費全体では、６７億５，０６４万７，３３６円となっている。 

地域支援事業費は、介護予防事業や、包括的支援事業・任意事業に係る委託料などで、

３億６，５５８万７，６４６円である。 

基金積立金は、介護保険保険給付費支払基金積立金などで、１億５，７６６万７，００

１円である。 

 

（麦田こども・健康部長） 

 議案第４６号 令和２年度朝霞市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

である。 

はじめに、令和２年度末における被保険者数の状況であるが、埼玉県後期高齢者医療広

域連合の報告によると、１万３，７５２人となり、前年度末と比較すると、１３８人、１．

０１パーセントの増加となった。 

次に、令和２年度の決算額は、歳入が、１３億４，２９７万７，８８８円となり、歳出

は、１３億４，０６２万４，３２８円で、歳入歳出差引残額は、２３５万３，５６０円で

ある。 

歳入歳出の概要について。 

まず、歳入の主なものであるが、後期高齢者医療保険料は、１１億２，９０８万５，８

７０円、繰入金は、事務費繰入金と保険基盤安定繰入金で、２億８０４万９，０８８円、

繰越金は、前年度繰越金で、３５２万７，０１９円となっている。 

次に、歳出であるが、総務費は、一般管理事務費と徴収事業で、１，６１８万８，５８

４円、後期高齢者医療広域連合納付金は、後期高齢者医療広域連合納付事業で、１３億１，

９６９万２，９５５円、諸支出金は、保険料還付事業などで、４７４万２，７８９円を支
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出している。 

 

（木村上下水道部長） 

議案第４７号 令和２年度朝霞市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

である。 

まず、収益的収入及び支出の決算額だが、収入は、２４億８，１１３万６，９１５円で、

水道料金や水道利用加入金などである。 

支出は、２０億７，０６９万８，８１０円で、県水受水費のほか、施設の維持管理費及

び減価償却費、企業債利息などである。 

収益的収支及び支出の差引金額は、４億１，０４３万８，１０５円となった。 

次に、資本的収入及び支出の決算額だが、収入は、４億２，５３６万２，２５９円で、

企業債のほか消火栓布設替工事にかかる負担金である。 

支出は、１２億４，７５８万７，７８０円で、主なものは、建設改良費の水道管耐震化

事業、老朽管更新事業などのほか企業債の元金償還金である。 

なお、資本的収入額の資本的支出額に対する不足分は、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額や当年度分損益勘定留保資金などで補てんした。 

次に、剰余金の処分については、当年度未処分利益剰余金６億８，６７９万８，２７８

円のうち、３億３，５８３万３０４円を資本金に組み入れるとともに、今後の水道事業運

営に対応していくため、減債積立金及び建設改良積立金に、それぞれ１億７，５４８万３，

９８７円を積み立てる案とした。 

 

（木村上下水道部長） 

議案第４８号 令和２年度朝霞市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

てである。 

 まず、収益的収入及び支出の決算額だが、収入は、１９億４，１７４万９，０８９円で、

下水道使用料、雨水処理にかかる一般会計繰入金などである。 

支出は、１７億９，１８８万３，４２０円で、埼玉県荒川右岸流域下水道維持管理負担

金のほか、施設の維持管理費及び減価償却費、企業債利息などである。 

収益的収支の差引金額は、１億４，９８６万５，６６９円となった。 

次に、資本的収入及び支出の決算額だが、収入は、５億８，２０７万３，１００円で、

企業債、国庫補助金のほか、下水道事業受益者負担金や一般会計からの繰入金などである。 

支出は、７億６，９０７万９，７４９円で、主なものは、建設改良費で、仲町中継ポン

プ場耐震補強工事などの汚水整備事業のほか、溝沼地区に雨水貯留施設等を整備するため

の用地取得などの雨水整備事業及び企業債の元金償還金などである。 

なお、資本的収入額の資本的支出額に対する不足分は、当年度分消費税及び地方消費税



14 

資本的収支調整額、企業会計に移行した際の引継ぎ金及び当年度分損益勘定留保資金で補

てんした。 

次に、剰余金の処分については、今後の下水道事業運営に対応していくため、当年度未

処分利益剰余金１億３，２１２万５，７３８円を全額利益積立金に積み立てる案とした。 

 

（須田総務部長） 

議案第４９号 令和３年度朝霞市一般会計補正予算第４号である。 

今回の補正額は、歳入歳出それぞれ、１７億８，７４６万８，０００円の増額で、これ

を含めた累計額は、４７１億１，１４１万４，０００円となっている。 

歳入歳出の概要を申し上げる。 

まず、歳入だが、地方特例交付金は、交付額の確定により、５８１万３，０００円増額

している。 

地方交付税は、普通交付税の算定結果に伴い、１億３，９４１万９，０００円増額して

いる。 

国庫支出金は、社会資本整備総合交付金などを減額する一方、新たに学校保健特別対策

事業費補助金を計上するほか、個人番号カード交付事務費補助金などを増額することによ

り、４４２万４，０００円増額している。 

県支出金は、生活のしづらさなどに関する調査委託金などを減額することにより、１５

万８，０００円減額している。 

財産収入は、自動販売機用敷地貸付料を２，０３５万９，０００円減額している。 

寄附金は、一般寄附金など１００件、７６５万１，０００円の受け入れをしている。 

繰入金は、介護保険特別会計などの決算による精算金を繰り入れることにより、４，８

０１万５，０００円増額している。 

繰越金は、令和２年度決算に伴い、前年度繰越金を５億３，８１８万１，０００円増額

している。 

諸収入は、国・県支出金過年度収入や各種施設の指定管理料精算金などを計上すること

により、２億４，１３０万９，０００円増額している。 

市債は、新たに内間木公民館施設改修事業債を計上するほか、臨時財政対策債などを増

額することにより、８億２，３１７万３，０００円増額している。 

次に、歳出だが、総務費は、新たに市庁舎のトイレ等自動水栓化改修工事を計上するほ

か、市制施行５５周年記念式典の実施に係る経費の増額や、令和２年度決算による前年度

繰越金などを財政調整基金に積み立てることなどにより、１２億１，３０９万３，０００

円増額している。 

民生費は、ふれあいスポーツ大会等の中止に伴い、障害者スポーツ・レクリエーション

事業などを減額する一方、社会福祉協議会補助金などを増額することにより、１億２，１
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４０万６，０００円増額している。 

衛生費は、新たに電気自動車用急速充電設備設置等工事などを計上するほか、クリーン

センターの光熱水費などを増額することにより、２，９９５万５，０００円増額している。 

農林水産業費は、農業近代化設備事業費補助金を増額することにより、７２万円増額し

ている。 

商工費は、新たにプレミアム付商品券事業費補助金を計上するほか、ふるさと納税のポ

ータルサイトに係る経費などを増額することにより、８，２４５万５，０００円増額して

いる。 

土木費は、新たに内間木橋撤去工事や立地適正化計画策定委託料を計上するほか、道路

修繕工事などを増額することにより、２億６，０２７万８，０００円増額している。 

教育費は、新たに小学校における少人数学級に対応するための整備や内間木公民館の施

設改修に係る経費を計上するほか、博物館における企画展示のための経費を計上すること

により、７，９５６万１，０００円増額している。 

次に、第２表 継続費補正は、新たに内間木橋撤去事業など２件を追加するものである。 

第３表 繰越明許費は、内間木公民館施設改修事業について、年度内に完了することが

困難なため、翌年度に繰り越すものである。 

第４表 地方債補正は、新たに内間木公民館施設改修事業を追加するほか、臨時財政対

策債など３件の地方債について、借入限度額の変更を行うものである。 

  

（麦田こども・健康部長） 

議案第５０号 令和３年度朝霞市国民健康保険特別会計補正予算第１号である。 

今回の補正額は、歳入歳出それぞれ３億２，１３２万３，０００円の増額で、これを含

めた累計額は、１０９億８，９００万９，０００円となっている。 

歳入歳出の概要を申し上げる。 

まず、歳入だが、繰越金は、前年度決算額の確定により、３億２，１３２万３，０００

円を増額するものである。 

次に、歳出だが、基金積立金は、歳入歳出の差引額３億２，１３２万３，０００円を財

政調整基金等積立事業に積み立てるものである。 

 

（三田福祉部長） 

議案第５１号 令和３年度朝霞市介護保険特別会計補正予算第１号である。 

今回の補正額は、歳入歳出それぞれ３億５，２２１万４，０００円の増額で、これを含

めた累計額は、８０億７，９６２万円となっている。 

今回の補正予算の歳入歳出については、前年度決算の確定に伴う精算を行うものであ

る。 
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歳入歳出の概要を申し上げる。 

まず、歳入だが、繰入金は、低所得者保険料軽減繰入金として一般会計繰入金を２１０

万７，０００円増額するものである。 

繰越金は、前年度決算額の確定により、３億５，０１０万９，０００円増額するもので

ある。 

次に、歳出だが、基金積立金は、介護保険保険給付費支払基金積立金を１億８，７８３

万円増額するものである。 

諸支出金は、前年度決算の確定に伴う国、県、支払基金への返還金及び一般会計繰出金

で、１億６，４３８万４，０００円増額するものである。 

 

（麦田こども・健康部長） 

議案第５２号 令和３年度朝霞市後期高齢者医療特別会計補正予算第１号である。 

今回の補正額は、歳入歳出それぞれ２３５万３，０００円の増額で、これを含めた累計

額は、１３億９，８２１万６，０００円となっている。 

歳入歳出の概要を申し上げる。 

まず、歳入だが、繰越金は、前年度決算額の確定により、前年度繰越金として、２３５

万３，０００円を増額するものである。 

次に、歳出だが、後期高齢者医療広域連合納付金は、令和２年度の出納整理期間分の後

期高齢者医療保険料として、１２０万９，０００円、諸支出金は、一般会計繰出金として、

１１４万４，０００円をそれぞれ増額するものである。 

  

（木村上下水道部長） 

議案第５３号 令和３年度朝霞市水道事業会計補正予算第１号である。 

今回の補正予算は、膝折浄水場の廃止に伴い、構築物の撤去設計委託を行うもので、収

益的支出の第１款事業費第３項特別損失を２，５３０万円増額するものである。 

 

（宮村市長公室長） 

議案第５４号 朝霞市個人情報保護条例の一部を改正する条例である。 

改正内容については、デジタル庁設置法の施行に伴い、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に規定されている情報提供ネットワークシス

テムの所管が、総務省からデジタル庁に移管されることから、字句及び引用条項の整理を

行うものである。 

また、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律において、本条例

で引用している行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止が規定されてい

ることから、所要の改正を行うものである。 
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（須田総務部長） 

議案第５５号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例であ

る。 

改正内容は、職員の心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図ることを目的

に、夏季期間に取得が可能な特別休暇について、より取得しやすい環境を整えるため、取

得可能な期間を現行の「６月から９月」から「６月から１０月」に拡大するものである。 

この改正の施行日は、公布の日からとなっているが、今年度の夏季休暇から適用させる

ために、議会開会日に議決をお願いしたいと考えている。 

 

（須田総務部長） 

議案第５６号 朝霞市税条例の一部を改正する条例である。 

改正内容は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、個人市民税では、均等割

及び所得割の非課税限度額の算定基礎となる扶養親族から、原則として３０歳以上７０歳

未満の国外居住親族を対象外とするほか、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医

療費控除の特例の適用期限を５年延長し、令和９年度までとするものである。 

固定資産税では、浸水被害対策のために整備される雨水貯留浸透施設について償却資産

に係る固定資産税の課税標準額を１/３の割合を乗じた額にする特例措置の規定を追加す

るものである。 

なお、これらの改正のうち、個人市民税に係る改正は、令和４年１月１日及び令和６年

１月１日から、固定資産税に係る改正は特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する

法律の施行の日から施行したいと考えている。 

  

（三田福祉部長） 

議案第５７号 朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例であ

る。 

改正内容は、溝沼複合施設の施設管理の効率化を図ることを目的に、溝沼老人福祉セン

ターの休所日を同複合施設内の児童館及び保育園の休所日と統一するため、所要の改正を

行うものである。 

なお、この改正については、令和４年４月１日から施行したいと考えている。 

  

（須田総務部長） 

議案第５８号 埼玉県都市競艇組合規約の変更についてである。 

同組合において、地方公営企業法の規定を全部適用することなどに伴い、同組合の規約

を変更することについて協議する必要があるため、地方自治法第２９０条の規定により、

提出するものである。 
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なお、この変更については、令和４年４月１日から施行することとなる。 

 

【質疑等】 

 なし 

 

【結果】 

 提案のとおり、決定する。 

 

【閉会】 

 


